
会 議 録（概要） 

 

会議の名称 令和５年度南佐渡クリーンセンター公害防止協議会 

開催日時 
令和６年３月５日（火） 

午後３時開会  午後４時 00 分閉会 

場所 
小木行政サービスセンター  

２階 第２・３学習室 

議題 

（１）令和４年度ごみの搬入状況及び令和５年度の水質検査結果等 

について 

（２）佐渡クリーンセンター基幹改良工事に伴う燃やすごみの一時

保管について 

（３）その他 

会議の公開・非公開 

（非公開とした場

合は、その理由） 

公開 

出席者 

参加者 

 施設周辺に居住する市民、有識者 ５名 

 小木行政サービスセンター   センター長  本間 悟 
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 市民生活部 生活環境課    課長（座長） 海老 斉 

   〃     〃       課長補佐  本田寿之 

   〃     〃    施設管理係 主任 高橋 豊 

  〃 〃南佐渡一般廃棄物最終処分場 技能士 森山 悟  

                        計１０名 

会議資料 別紙のとおり 

傍聴人の数 ０人 
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会議の概要（発言の要旨） 

発言者 議題・発言・結果等 

 

海老課長（座長） 

 

 

 

 

事務局 

 

参加者 

 

 

事務局 

 

 

 

 

参加者 

 

事務局 

 

 

参加者 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

参加者 

 

 

事務局 

 

参加者 

 

事務局 

 

 

１ 開会 

開会の挨拶 

 

２ 議題 

⑴令和４年度ごみの搬入状況及び令和５年度の水質検査結果等につ

いて 

説明。 

 

・南佐渡クリーンセンター管内の粗大ごみが増えているが、家終い 

 等空家の片付けが主な要因なのですか。 

 

・実際、空家の方も増え片付け等も行われているかと思われますが、

３年前から増えているのを見ると、コロナ過によりお家時間が増

えた事から、家の片付けを行う人が増えたのではないかと考えま

す 

 

・能登半島地震の時もごみ類は増えましたか。 

 

・かなりの量を想定してましたが、目立ったほど来てはなかったと

思います。 

 

・施設の方は地震の被害がなかったのですか。 

 

・南佐渡クリーンセンターの方は被害は無かったです。 

 

⑵佐渡クリーンセンター基幹改良工事に伴う燃やすごみの一時保管

について 

説明。 

 

・ごみの一時保管へごみ収集車が走行予定の道路ですが、道端の整

備が必要だと思います 

  

・運搬通路に支障がでないように考えていきます。 

 

・ごみの保管場所にする建物とはどのような物ですか。 

 

・ビニールハウスの大きく強度があるよう建物をイメージしていま

すが、足場を建てて防風ネットとかで覆った建物がいいのか等、

まだ検討中です。 
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事務局 

 

 

 

 

・1,000t のごみがどれ位の量なのかイメージできないが。分かりや

すく説明できますか。 

 

・ごみの量は、50ｍ×20ｍ敷地に高さ３ｍ位になるかと思います。 

作業等を考えますと、建物の前方３ｍ位は作業スペースで、建物

の高さも５ｍ位になるかと思います。 

 

・２月のごみの少ない時期に搬入するといったイメージでいいです

か。 

 

・１号炉、２号炉共に停止し、ごみを仮置きする期間が２月を予定

をしているのですが、工事期間中に２炉中１炉だけの運転期間も

あり、この際に燃やしきれず溢れたごみも南佐渡一般廃棄物最終

処分場の方で一時保管させてもらいます。 

１炉運転期間中は、ごみが量が多く燃やしきれずに溢れたごみは

一時保管させていただきますが、また空きが出来れば佐渡クリー

ンセンターの方へ搬出し焼却処理をする予定でいます。 

 

・悪臭、鳥獣被害等しっかりとした対策をしていただければ問題あ

りません。 

 

・工事期間中に、ごみ出しの制限は市民にしないのですか。 

 

・できるだけ市民の皆様には迷惑がかからないように運用したいと

思うのですが、一時保管庫の容量 1,000t を超えた場合お願いする

事になるかと思います。 

 

・仮に一時保管庫の規模が増えても、最終処分場内に余裕はあるの

ですか。 

 

・場所的には余裕があるのですが、従来の不燃残渣等の埋立作業も

ありますので、その場合には担当者と相談しながら進めて行きま

す。 

 

・『施工業者が決定し、工程等が固まりましたら皆様にお知らせしま

す。』とあるがどこまで周知する予定ですか。 

 

・公害防止協議会の前に、小比叡水稲組合と木野浦集落の方にも佐

渡クリーンセンターの基幹改良工事に伴う燃やすごみの一時保管

について説明させていただきました。また来年度の公害防止協議

会の際には、一時保管庫の規模も不足かごみの量の変化等があれ

ば分かってくるかと思います随時、詳しい情報が分かり次第、タ
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イミングを見てお知らせしたいと思います。 

 

・この基幹改良工事を行うと、佐渡クリーンセンターは何年稼働で

きる予定なのですか。 

 

・令和 24 年度まで、現在の佐渡クリーンセンターを維持できるよう

な形で進めています。 

 

今回の地震で佐渡は建物被害は少なかったと思うが、石川県のよ 

うな建物被害が多く発生した場合、大量のごみが出ると思います。 

災害マニュアル等の見直しも必要ではあると思うが、こういった 

地震災害が発生した場合にごみの一時保管場所の指定になってる 

ような広い面積の場所の用意はあるのか、また用意をすることを 

考えているのですか。 

 

・今のところ土地の用意等はありません。 

一時保管場所を設定していても、その場所に置ける状態か、また 

災害の規模によって、シュミレーション的な事例をいくつか考え

ておくこと位しかできないかと考えます。 

 

⑶その他 

  発言等特になし 

 

３ 閉会 

 


